
豊田市文化財保存事業補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、豊田市補助金等交付規則（昭和４５年規則第３４号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、文化財保存事業に対する補助金の交付に関し、

必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。  

（１）文化財  文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）、愛知県文化財保護条例

（昭和３０年愛知県条例第６号）及び豊田市文化財保護条例（昭和５１年条例第

２４号）の規定により指定を受けた文化財をいう。  

（２）文化財保存事業  市内に存する文化財を保存するための維持、整備、修繕等に

係る事業で、別表に掲げるものをいう。  

（補助金の交付目的）  

第３条  この補助金は、文化財保存事業に要する経費の一部を補助することにより、

当該文化財の保存を図り、もって市民の文化の向上に資することを目的とする。  

（補助事業者）  

第４条  補助金の交付対象者（以下「補助事業者」という。）は、次に掲げる者とす

る。  

（１）文化財の所有者又は管理者で、文化財保存事業を行う者  

（２）前号に定める者のほか、市長が特に必要と認める者  

２  伝統的郷土芸能保存維持事業、伝統的郷土芸能保存修理事業及び郷土の先人顕彰

事業に係る補助事業者の認定条件は、別に定める。  

３  第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助事業者と

しない。  

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。  

（２）暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していると認められるとき。  

（３）法人又は団体の場合で、その役員等に暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と

密接な関係を有する者がいると認められるとき。  

（補助事業）  

第５条  補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補助事業者

が行う文化財保存事業で、次に掲げる条件を備えているものとする。  

（１）緊急性又は必要性のある事業であること。  

（２）補助金の交付申請時に、その事業に必要な財政措置が確立していること。  



（３）補助金を交付する年度内に事業の完了が確実なものであること。  

（４）伝統的郷土芸能保存修理事業については１件の補助対象経費が１０万円を、民

俗文化財保存修理事業のうち、無形民俗文化財の保存修理事業については１件の

補助対象経費が２０万円を、有形民俗文化財の保存修理事業については１件の補

助対象経費が３０万円を、それぞれ超えていること。  

（補助対象経費）  

第６条  補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事

業を実施するために必要な経費のうち、別表に掲げる経費とする。  

（補助金額）  

第７条  補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以内で市

長が定める額とする。  

（１）別表第１項から第４項までに掲げる補助事業  補助対象経費に２分の１を乗じ

て得た額。ただし、国又は愛知県の補助対象となった補助事業については、補助

対象経費から当該補助に係る補助金を控除した額に２分の１を乗じて得た額  

（２）別表第５項に掲げる補助事業  補助対象経費に２分の１を乗じて得た額  

（３）別表第６項から第１０項までに掲げる補助事業  補助対象経費に３分の２を乗

じて得た額。ただし、国又は愛知県の補助対象となった補助事業については、補

助対象経費から当該補助に係る補助金を控除した額に２分の１を乗じて得た額  

２  前項の規定にかかわらず、補助金の額は別表に掲げる上限額を限度とする。  

３  第１項第３号の規定にかかわらず、民俗文化財保存修理事業及び有形文化財保存

修理事業のうちの建築物の保存修理については、次に掲げる条件を２以上満たす場

合で市長が特に必要と認めるときは、１０分の８を乗じて得た額まで補助金額とす

ることができる。  

（１）市長が、補助事業者が希望する修理方法を上回る条件の修理を課した場合  

（２）当該建築物が、補助事業者にとって通常的な使用価値がなく、おおむね保有し

ているだけの状態にある場合  

（３）補助事業者の構成員が少なく、当該構成員に過度の負担を強いることとなる場

合  

４  補助金の額の算定に当たっては、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てる。  

（交付の申請）  

第８条  補助金の交付の申請をしようとする補助事業者は、文化財保存事業補助金交  

付申請書（様式第１号）に規則第４条に定める書類（事業計画書を除く。）を添え

て市長に提出しなければならない。  

２  前項の場合において、国又は愛知県の補助対象となった補助事業に係る補助金の

交付の申請をしようとするときは、前項の書類に加え、当該国又は愛知県の補助金

交付申請書に添付した書類と同じものを添付しなければならない。  



（事前着手届）  

第９条  補助金の交付決定通知を受ける前に補助事業に着手しようとする補助事業者

は、あらかじめ市長に文化財保存事業事前着手届（様式第２号）を提出しなければ

ならない。  

（交付の方法）  

第１０条  補助金は、補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、別表の交付

方法の欄に完了払又は概算払とある補助事業については、補助金の全部又は一部を

概算払により交付することができるものとする。  

（交付決定の取消し又は補助金の返還）  

第１１条  市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは

一部を返還させなければならない。  

（１）この要綱又は規則の規定に違反したとき。  

（２）補助金を交付の目的以外に使用したとき。  

（３）第４条第３項各号のいずれかに該当したとき。  

（４）その他補助金の運用等を不適当と認めたとき。  

（委任）  

第１２条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

 

 

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

（要綱の失効）  

２  この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこ

の要綱の規定に基づき交付申請がなされた補助金に関しては、同日後も、なお効力

を有する。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第２条、第６条、第７条及び第１０条関係）  

文化財保存事業、補助対象経費、上限額及び交付方法  

文 化 財 保 存 事 業 補助対象経費  上  限  額  交付方法  

 １  
有形民俗文化財  

保存維持事業  

報償費  旅費  

消耗品費  

食糧費  

印刷製本費  

修繕料  

手数料  

保険料  

使用料  

備品購入費  

１５万円   

 ２  
無形民俗文化財  

保存維持事業  
１０万円  完了払  

 ３  
伝統的郷土芸能  

保存維持事業  
５万円   

 ４  
郷土の先人  

顕彰事業  
３０万円  

完了払  

又は  

概算払  

 ５  
伝統的郷土芸能  

保存修理事業  

修繕料  

備品購入費  
５０万円  

 ６  
民俗文化財  

保存修理事業  

報償費  

旅費  

消耗品費  

修繕料  

手数料  

工事請負費  

原材料費  

上限なし  
 ７  

有形文化財  

保存修理事業  

 ８  
史跡名勝天然記念物  

保存整備事業  

 ９  
文化財保存施設  

整備事業その１  
１，０００万円  

１０  
文化財保存施設  

整備事業その２  
１，８００万円  

注意１  報償費は、外部から招へいした講師等に係るものに限り、補助事業者の構

成員に係る報償費は認めないものとする。ただし、補助事業者の構成員であ

っても、補助事業に係る活動以外で修得した技能等により招へいされたと認

められる場合は、この限りでない。  

２  この表の規定にかかわらず、棒の手保存会が行う無形民俗文化財保存維持

事業については、正規会員数及び前年度実績を勘案して、１団体につき２０

万円を上限額とすることができるものとする。  

３  この表の規定にかかわらず、郷土の先人顕彰事業については、備品購入費

を補助対象経費としないものとする。  

４  この表の規定にかかわらず、民俗文化財保存修理事業のうち無形民俗文化



財については、備品購入費を補助対象経費とすることができるものとする。  

５  由緒・来歴が明確で、歴史的価値を有すると認められる文化財を保存する

ための施設の整備事業を文化財保存施設整備事業その２とする。  

６  この表の規定にかかわらず、文化財保存事業の６項から１０項までの事業

に係る旅費及び報償費については、国又は愛知県の補助対象となった補助事

業において、文化財の修理・保存に当たっての指導を受けるために招へいし

た文化財保護審議会委員、専門家等に支払う場合に限るものとする。  

７  この表の６項及び７項のうちの建築物について、消防法の定めによる機器

の設置費及び点検費を補助対象経費とすることができるものとする。なお、

この場合の補助事業に関しては、第５条第４号の規定を適用しない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第８条関係） 
 

年  月  日 
豊田市長 様 

（申請者） 
（郵便番号） 

所 在 地 
 

 
名 称 

 

 （フリガナ） 

代表者氏名   
 

生 年 月 日 年   月   日生  
 

電 話 番 号 （    ） 
 

    年度 文化財保存事業補助金交付申請書 
 

年度において文化財保存事業を実施したいので、豊田市文化財保存事業補助金交付要綱
第８条の規定により次のとおり申請します。 

 

補助事業の種類 

保
存
維
持 

□ 有形民俗文化財保存維持事業 
□ 無形民俗文化財保存維持事業 
□ 伝統的郷土芸能保存維持事業 
□ 郷土の先人顕彰事業 

修

理

整

備 

□ 伝統的郷土芸能保存修理事業 
□ 民俗文化財保存修理事業 
□ 有形文化財保存修理事業 
□ 史跡・名勝・天然記念物保存整備事業 
□ 文化財保存施設整備事業その１ 
□ 文化財保存施設整備事業その２ 

補助金交付申請額 金             円 

補助事業の目的 
 
 
 

補助事業の内容 
及 び 実 施 方 法 

 
 
 
 
 
 
 

連 絡 先 
郵便番号  住 所  

氏  名  電話番号  

記入上の注意 １ □のところは、該当するものにレ印を付してください。 
２ 連絡先の欄には、補助金に関しての連絡先及び関係書類の送付先を記入し
てください。（申請者と同じ場合は、記入不要です。） 

添付書類 １ 収支予算書 
２ 申請者が法人又は団体の場合は、定款、規約その他これらに類する書類 
３ 申請者が法人又は団体の場合は、役員又は会員の氏名、住所及び生年月日が記
載された書類 

４ 申請しようとする補助事業が国又は愛知県の補助対象となったものである場合
は、当該国又は愛知県の補助金交付申請書に添付したものと同じ書類



様式第２号（第９条関係） 

 

年  月  日 

豊田市長 様 

（届出者） 

（郵便番号） 

所 在 地 

 

 
名 称 

 

 （フリガナ） 

代表者氏名   

 
電 話 番 号 （    ） 

 

 

    年度 文化財保存事業事前着手届 

 

 

年度の文化財保存事業につきまして、補助金の交付決定通知を受ける前に着手したい

ので、豊田市文化財保存事業補助金交付要綱第９条の規定により次のとおり届け出ます。 

 

 

補助事業の種類 

□ 有形民俗文化財保存維持事業 

□ 無形民俗文化財保存維持事業 

□ 伝統的郷土芸能保存維持事業 

□ 郷土の先人顕彰事業 

事前着手年月日     年   月   日 

事前着手の理由 

□ 年間を通して団体を維持するため 

□ 緊急を要する修繕又は期間を要する修繕を行うため 

□ その他事業の性格上やむを得ない事由があるため 

（事由                      ） 

備考 １ この届出により補助金の交付決定が確約されるものではないことを承諾します。 

２ 補助金の交付決定がなされなかった場合又は補助金の交付決定の前に天災等により

事業を中止した場合は、事前着手に係る費用を届出者（届出者と申請者が異なる場合

は、申請者）が負担することを承諾します。 

 

 


